
(証券コード：8244)
平 成 2 9 年 ５ 月 ２ 日

株 主 の 皆 様 へ
大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１番43号

株 式 会 社 近 鉄 百 貨 店
取 締 役 社 長 髙 松 啓 二

第123期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第123期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知
申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら
後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平
成29年５月24日（水曜日）午後６時45分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 平成29年５月25日（木曜日）午前10時
２．場 所 大阪市天王寺区上本町８丁目２番６号

大阪国際交流センター　大ホール
３．目 的 事 項

報 告 事 項 第123期 (平成28年 3 月 1 日から
平成29年 2 月28日まで) 事業報告、連結計算書類および計算書類

の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決 議 事 項

第 １ 号 議 案 株式併合の件
第 ２ 号 議 案 定款一部変更の件
第 ３ 号 議 案 取締役11名選任の件
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４．そ の 他
　本招集ご通知に際してご提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」お
よび「連結注記表」ならびに計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきまし
ては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
(http://www.d-kintetsu.co.jp/corporate/ir/soukai.php)に掲載しておりますので、本招集ご通
知には添付しておりません。
　したがって、本招集ご通知添付書類に含まれる連結計算書類および計算書類は、監査役および会計
監査人がそれぞれ監査報告および会計監査報告を作成するに当たって監査した連結計算書類および計
算書類の一部であります。

（以　上）

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。

◎事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、
上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
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（添付書類）

事　業　報　告
(平成28年 3 月 1 日から
平成29年 2 月28日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過および成果

当期のわが国経済は、中国経済をはじめとする海外経済の減速や英国のＥＵ離脱問題の影響なども
あり、不透明な状況のうちに推移いたしました。

百貨店業界におきましては、節約志向の高まりを受け個人消費が低迷するとともに、訪日外国人の
買い物動向の変化もあり、全国百貨店売上高は昨年３月以降12カ月連続で前年実績を下回る厳しい１
年となりました。

このような状況の下、当社グループでは、「中期経営計画（2015年度-2017年度）」の２年目を
迎え、あべのハルカス近鉄本店における集客力強化、地域中核店の再構築および将来の収益源の開発
を最重点課題として、各事業にわたり収益力の向上に懸命の努力を傾けました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。
＜百貨店業＞

百貨店業におきましては、あべのハルカス近鉄本店では、高級ブランドショップの新設や食料品売
場の再編集を実施し、百貨店ならではの品揃えを一層充実させるとともに、集客力の高い大型専門店
を積極的に導入するなど、幅広い顧客層から支持される店舗づくりを推し進めてまいりました。

また、地域中核店におきましては、それぞれの地域特性に応じた店舗を構築すべく、各店において
大規模改装を実施いたしました。奈良店では、同店が入居するショッピングセンター「ならファミリ
ー」のリニューアルオープンに併せて各階の商品構成を見直す全館改装を行いました。上本町店にお
いては、スポーツ用品専門店など大型専門店の導入を柱とする改装を、橿原店、和歌山店および四日
市店においては、百貨店の強みを打ち出すべく食料品売場をはじめ各階にわたる大型改装を実施いた
しました。

さらに、将来の収益源の開発に向け、奈良店に「東急ハンズ」を、四日市店にベーカリーショップ
「ブロッドン」第１号店および高級食材スーパー「成城石井」を、あべのハルカス近鉄本店にめがね
ショップ「オンデーズ」を導入するなど、フランチャイズ方式による当社直営店舗を多彩に展開して
まいりました。

これらの諸施策を鋭意実施いたしました結果、あべのハルカス近鉄本店におきましては昨年12月以
降の売上高が前年実績を上回るなど一定の成果をあげることができましたが、地域中核店や郊外店の
業績は依然として厳しく、グループ会社との取引を消去した連結上の売上高は2,440億54百万円（前
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期比2.5％減）、営業利益は17億90百万円（同16.1％減）となりました。
＜卸・小売業＞

卸・小売業におきましては、株式会社ジャパンフーズクリエイトの鮮魚販売が好調に推移いたしま
したため、連結上の売上高は141億42百万円（前期比7.0％増）、営業利益は4億84百万円（同16.9％
増）となりました。
＜内装業＞

内装業におきましては、株式会社近創の大口工事の受注が増加したことにより、連結上の売上高は
45億45百万円（前期比33.7％増）、営業利益は6億60百万円（同95.6％増）となりました。
＜その他事業＞

その他事業におきましては、近畿配送サービス株式会社で配送取扱高が減少したことなどにより、
売上高が前期を下回りましたが、各社が諸経費の削減に努めた結果、連結上の売上高は37億34百万
円（前期比0.6％減）、営業利益は１億43百万円（同47.9％増）となりました。

以上の結果、当社グループの業績につきましては、売上高は2,664億77百万円（前期比1.6％減）、
営業利益は30億62百万円（同0.8％減）、経常利益は26億98百万円（同6.4％増）となりました。こ
れに工事負担金等受入額などの特別利益６億60百万円と減損損失などの特別損失16億88百万円なら
びに法人税等を加減した親会社株主に帰属する当期純利益は17億15百万円（同62.7％増）となりま
した。

当社個別の業績につきましては、売上高は2,444億17百万円（前期比2.4％減）、営業利益は20億
42百万円（同8.7％減）、経常利益は15億80百万円（同0.8％減）、当期純利益は10億31百万円（同
27.4％増）となりました。しかしながら、業態を越えた競合の激化など、今後一層厳しさを増す経営
環境に対処するためにも内部留保の充実に努めることといたし、当期の期末配当金の支払いにつきま
しては見送らせていただきたく、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、何卒ご了承賜りますよ
うお願い申しあげます。
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当社の店別売上高

店　　　　別 金 額 構 成 比 前 期 比
百万円 ％ ％

あべのハルカス近鉄本店（Ｈｏｏｐ等を含む） 102,317 41.9 99.7

上 本 町 店 23,827 9.7 95.4

東 大 阪 店 3,468 1.4 95.7

奈 良 店 24,791 10.1 97.5

橿 原 店 17,271 7.1 95.2

生 駒 店 9,139 3.7 94.9

和 歌 山 店 21,406 8.8 96.7

草 津 店 11,664 4.8 98.0

四 日 市 店 20,956 8.6 95.7

名 古 屋 店 （ 近 鉄 パ ッ セ ） 9,572 3.9 94.3

合　　　　計 244,417 100.0 97.6

当社の商品別売上高

商 　品　 別 金 額 構 成 比 前 期 比
百万円 ％ ％

衣 料 品 68,417 28.0 94.5

身 回 品 24,118 9.9 97.8

雑 貨 40,738 16.7 99.4

家 庭 用 品 8,099 3.3 89.9

食 料 品 84,834 34.7 98.7

食 堂 ・ 喫 茶 4,923 2.0 95.2

そ の 他 13,286 5.4 107.6

合　　　　計 244,417 100.0 97.6
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⑵　対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、米国の新政権発足を機に株価が上昇するなど、景気の回復が期待さ

れる一方、世界経済の不確実性の高まりや個人消費の伸び悩み等もあり、景気は予断を許さない状況
が続くものと予想されます。

このような状況の下、当社は、「中期経営計画（2015年度-2017年度）」の最終年度を迎え、同
計画の基本方針に沿った諸施策を強力に推進し、業績の向上を図ってまいる所存であります。

百貨店業におきましては、引き続き各店の改装を積極的に行ってまいります。あべのハルカス近鉄
本店では、売上が好調に推移している食料品売場や化粧品売場に集客力の高いショップを新設するな
ど、さらなる収益力の強化を図ってまいります。また、上本町店や奈良店など地域中核店において、
大型専門店の導入や食料品売場の強化等各階の改装を精力的に行うとともに、生駒店など郊外店にお
いても大型改装を実施し、地方店の再構築に向けた取組みを推進いたします。

さらに、将来の収益源の開発に向けた取組みにつきましては、四日市店に昨年オープンした当社独
自のベーカリーブランド「ブロッドン」を奈良店ほか各店に展開するなど、フランチャイズ方式によ
る当社直営店舗の出店を加速させ、百貨店業以外の小売業態へも積極的に参入してまいります。

当社グループ会社につきましては、今後成長が見込める分野に経営資源を投入するとともに、百貨
店業との協業を軸としながらグループ外への事業拡大を促進いたします。

当社は、以上の施策にグループ一丸となって取り組み、もって業績の向上に努めてまいりますので、
株主の皆様におかれましては、何卒、今後とも倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますよう心からお願い申
しあげます。

⑶　設備投資の状況
　当社グループが当期に実施した設備投資の総額は60億18百万円であります。その主なものは、当
社あべのハルカス近鉄本店ほか各店における売場改装工事ならびに上本町店ほかの施設改修工事であ
ります。

⑷　資金調達の状況
　当社グループは当期において、主に自己資金および金融機関からの借入金により必要な資金をまか
ないました。

⑸　事業の譲渡または譲受け、吸収合併、会社分割、他の会社の株式の取得または処分等の状況
　該当する事項はありません。
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⑹　財産および損益の状況の推移
①　企業集団の財産および損益の状況の推移

区 分 第120期
（平成25年度）

第121期
（平成26年度）

第122期
（平成27年度）

第123期
（平成28年度）

売 上 高(百万円) 277,066 279,904 270,774 266,477

経 常 利 益(百万円) 2,493 2,635 2,535 2,698

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益(百万円) 969 △2,051 1,054 1,715

１株当たり当期純利益 (円) 2.40 △5.08 2.61 4.25

総 資 産(百万円) 148,160 141,161 135,290 131,955

純 資 産(百万円) 29,085 28,218 28,126 30,539

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
２．△印は損失を示しております。

②　当社の財産および損益の状況の推移

区 分 第120期
（平成25年度）

第121期
（平成26年度）

第122期
（平成27年度）

第123期
（平成28年度）

売 上 高(百万円) 256,748 259,861 250,516 244,417

経 常 利 益(百万円) 2,295 2,440 1,593 1,580

当 期 純 利 益(百万円) 1,368 △1,851 809 1,031

１株当たり当期純利益 (円) 3.39 △4.59 2.01 2.56

総 資 産(百万円) 139,688 135,455 128,839 126,535

純 資 産(百万円) 27,996 26,920 26,941 28,516

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
２．△印は損失を示しております。
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⑺　重要な親会社および子会社の状況（平成29年２月28日現在）
　　①　親会社との関係

当社の親会社は近鉄グループホールディングス株式会社であります。同社は、同社の子会社が保
有する当社株式および同社の子会社が退職給付信託に拠出した当社株式を含め、当社の議決権の
68.1％を保有しております。

また、当社の取締役１名および監査役１名は、同社の取締役であります。
　　②　親会社との間の取引に関する事項

当社は、同社との間にキャッシュマネジメントシステムによる資金の貸付けおよび借入れの取引
関係があります。

当該取引の実施に当たっては、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定していることから、そ
の取引条件は、いずれも妥当なものであり、当社取締役会は、当該取引が当社の利益を害するもの
でないと判断しております。

　　③　重要な子会社の状況

会 　 社 　 名 資本金 当社の持株比率 主 要 な 事 業 内 容
百万円 ％

株 式 会 社 近 鉄 友 の 会 70 100.0 前 払 式 特 定 取 引 業
株 式 会 社 シ ュ テ ル ン 近 鉄 100 100.0 自 動 車 販 売 業
株式会社ジャパンフーズクリエイト 100 100.0 食 料 品 卸 ・ 小 売 業
株 式 会 社 近 創 50 100.0 内 装 業
近 畿 配 送 サ ー ビ ス 株 式 会 社 30 100.0 運 送 業
株 式 会 社 Ｋ サ ポ ー ト 25 100.0 人 材 派 遣 業
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⑻　主要な事業内容（平成29年２月28日現在）
①　百貨店業（百貨店業、前払式特定取引業）
②　卸・小売業（自動車販売業、食料品卸・小売業）
③　内装業
④　その他事業（運送業、人材派遣業）

⑼　主要な営業所（平成29年２月28日現在）
①　当社の主要な店舗

名 称 所 在 地

あべのハルカス近鉄本店（Ｈｏｏｐ等を含む） 大 阪 市 阿 倍 野 区

上 本 町 店 大 阪 市 天 王 寺 区

東 大 阪 店 大 阪 府 東 大 阪 市

奈 良 店 奈 良 県 奈 良 市

橿 原 店 奈 良 県 橿 原 市

生 駒 店 奈 良 県 生 駒 市

和 歌 山 店 和 歌 山 県 和 歌 山 市

草 津 店 滋 賀 県 草 津 市

四 日 市 店 三 重 県 四 日 市 市

名 古 屋 店 （ 近 鉄 パ ッ セ ） 名 古 屋 市 中 村 区

②　子会社の主要な営業所

会 　 社 　 名 所 在 地

株 式 会 社 近 鉄 友 の 会 大 阪 市 阿 倍 野 区

株 式 会 社 シ ュ テ ル ン 近 鉄 大 阪 市 城 東 区

株式会社ジャパンフーズクリエイト 大 阪 府 松 原 市

株 式 会 社 近 創 大 阪 市 阿 倍 野 区

近 畿 配 送 サ ー ビ ス 株 式 会 社 大 阪 府 八 尾 市

株 式 会 社 Ｋ サ ポ ー ト 大 阪 市 阿 倍 野 区
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⑽　従業員の状況（平成29年２月28日現在）
①　企業集団の従業員の状況

事 業 別 従 業 員 数 ( 前 期 末 比 増 減 )
名

百 貨 店 業 1,872 （74名減）

卸 ・ 小 売 業 186 （24名増）

内 装 業 111 （3名増）

そ の 他 事 業 193 （14名増）

合　　　　計 2,362 （33名減）
（注）上記従業員のほかに、契約社員およびパートタイマー等1,927名がおります。
②　当社の従業員の状況

従業員数（前期末比増減） 平均年齢 平均勤続年数

1,856名（75名減） 42.8歳 19.3年
（注）１．上記従業員数は、受入出向社員を含み他社への出向社員を含んでおりません。

２．上記従業員のほかに、契約社員およびパートタイマー等1,062名がおります。

⑾　企業集団の主要な借入先（平成29年２月28日現在）

借 入 先 借 入 額
百万円

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 8,450

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,840

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,930

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,550

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,367
（注）シンジケートローンは、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をエージェントとする金融機関９行からの協調融資

によるものであります。
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２．会社の株式に関する事項（平成29年２月28日現在）
⑴ 発行可能株式総数 1,000,000,000株

⑵ 発行済株式の総数 404,379,406株（自己株式598,253株を含む。）

⑶ 株 主 数 11,993名（前期末比463名減）

⑷ 大 株 主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

近鉄グループホールディングス株式会社 254,878 63.1

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社
（ り そ な 銀 行 再 信 託 分 ・
近畿日本鉄道株式会社退職給付信託口）

14,450 3.6

株 式 会 社 奥 村 組 12,969 3.2

株 式 会 社 大 林 組 12,961 3.2

株 式 会 社 き ん で ん 12,886 3.2

株 式 会 社 竹 中 工 務 店 7,760 1.9

近 鉄 共 栄 持 株 会 7,593 1.9

株 式 会 社 近 鉄 エ ク ス プ レ ス 5,154 1.3

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 5,000 1.2

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 3,000 0.7
（注）持株比率は、自己株式（598,253株）を控除して算出しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当する事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
⑴　取締役および監査役の氏名等（平成29年２月28日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 小 林 哲 也

近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長
近鉄不動産株式会社取締役会長
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社取締役会長
株式会社近鉄エクスプレス取締役
三重交通グループホールディングス株式会社取締役
株式会社きんえい取締役
関西電力株式会社取締役

代 表 取 締 役
取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員

髙 松 啓 二

代 表 取 締 役
専 務 執 行 役 員 福 田 正 男 総務本部および経理本部担任

代 表 取 締 役
専 務 執 行 役 員 秋 田 拓 士 営業統括本部長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 山 口 仁 志 営業統括本部法人外商本部長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 尾 原 謙 治 営業統括本部副本部長および商業施設運営本部長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 吉 田 　 茂 営業統括本部外商本部長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 速 水 良 照 営業統括本部本店長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 矢 田 浩 司 営業統括本部奈良店長

取 締 役 向 井 利 明 関電不動産開発株式会社取締役会長

取 締 役 吉 川 一 三 住江織物株式会社取締役会長兼社長

監 査 役 ( 常 勤 ) 長 田 　 宏 ※株式会社きんえい監査役

監 査 役 ( 常 勤 ) 岡 本 真 二

監 査 役 井 上 圭 吾 アイマン総合法律事務所弁護士
※グンゼ株式会社監査役

監 査 役 若 井 　 敬 近鉄グループホールディングス株式会社取締役常務
執行役員
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（注）１．向井利明氏および吉川一三氏は、社外取締役であります。
２．長田宏氏および井上圭吾氏は、社外監査役であります。なお、社外監査役が法令に定める員数を欠く

ことになる場合に備え、補欠監査役として門山龍彦氏が選任されております。
３．当社の社外役員は、それぞれ※を付した会社の社外役員を兼務しております。
４．当社は東京証券取引所に対し、向井利明氏、吉川一三氏および井上圭吾氏を独立役員として届け出て

おります｡
５．当社は、会社法第427条第１項ならびに定款第27条および第35条の規定により、向井利明氏、吉川一

三氏および井上圭吾氏との間で同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当
該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

６．若井敬氏は、近鉄グループホールディングス株式会社および同社の子会社の経理部門において企業会
計の実務に長年にわたり携わっていることから、財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査
役であります。

７．取締役および監査役の異動
【新　　任】（平成28年５月30日付）
　取　締　役　　　　　　　　　　　向　井　利　明
　取　締　役　　　　　　　　　　　吉　川　一　三
　監　査　役（常勤）　　　　　　　岡　本　真　二
　監　査　役　　　　　　　　　　　井　上　圭　吾
　監　査　役　　　　　　　　　　　若　井　　　敬
【退　　任】（平成28年５月30日付任期満了）
　代表取締役　専務執行役員　　　　岡　田　康　夫
　取　締　役　　　　　　　　　　　山　口　昌　紀
　監　査　役（常勤）　　　　　　　米　田　武　彦
　監　査　役　　　　　　　　　　　西　口　廣　宗
　監　査　役　　　　　　　　　　　辻　本　雅　英
【地位変更】
（平成28年５月30日付）

氏 名 新 旧

福 田 正 男 代 表 取 締 役 専 務 執 行 役 員 取 締 役 専 務 執 行 役 員

秋 田 拓 士 代 表 取 締 役 専 務 執 行 役 員 取 締 役 専 務 執 行 役 員
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【担当変更】
（平成28年５月30日付）

氏 名 新 旧

尾 原 謙 治 営業統括本部副本部長および商業施
設運営本部長

営業統括本部副本部長、商業施設運
営本部担任

（平成28年７月13日付）
氏 名 新 旧

福 田 正 男 総務本部および経理本部担任 経理本部長、総務本部担任

⑵　社外役員に関する事項
①　重要な兼職先と当社との関係（平成29年２月28日現在）

　　当社は、井上圭吾氏が社外監査役に就任しているグンゼ株式会社との間に商品仕入等の取引関
係があります。

　　上記以外の重要な兼職先と当社との間には記載すべき関係はありません。
②　当期における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

取 締 役

向 井 　 利 明
平成28年５月30日の取締役就任から当期末までに開催された
取締役会９回全てに出席し、経済人としての豊富な経験に基づ
き、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。

吉 川 　 一 三
平成28年５月30日の取締役就任から当期末までに開催された
取締役会９回全てに出席し、経済人としての豊富な経験に基づ
き、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。

監 査 役

長 田 　 　 宏
当期中に開催された取締役会11回、監査役会11回全てに出席
し、企業実務に関する豊富な経験に基づき、疑問点等を明らか
にするため適宜質問し意見を述べました。

井 上 　 圭 吾
平成28年５月30日の監査役就任から当期末までに開催された
取締役会９回中７回、監査役会８回全てに出席し、弁護士とし
ての立場から法的な疑問点等を明らかにするため適宜質問し意
見を述べました。

③　当社の親会社または当社親会社の子会社（当社を除く。）から当期の役員として受けた報酬等の
額 27百万円

（注）平成28年５月30日付で退任した社外役員等が受けた報酬が含まれております。
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⑶　取締役および監査役の報酬等の額
取締役 13名 144百万円（うち、社外取締役４名 ７百万円）
監査役 ７名 33百万円（うち、社外監査役４名 13百万円）

（注）１．取締役および監査役の人数ならびに報酬等の額には、平成28年５月30日付で退任した取締役２名およ
び監査役３名に対する報酬が含まれております。

２．社外取締役および社外監査役の人数ならびに報酬等の額には、平成28年５月30日付で退任した社外取
締役１名、社外監査役２名等に対する報酬が含まれております。

（ご参考）
執行役員（取締役兼務者を除く。）は次のとおりであります。 （平成29年２月28日現在）

地　　位 氏　　名 担　　当

執 行 役 員 大 原 康 敬 営業統括本部和歌山店長

執 行 役 員 辻 究 総務本部長、監査部担任

執 行 役 員 久 保 俊 雄 営業統括本部上本町店長

執 行 役 員 中 川 勝 博 営業統括本部副本部長

執 行 役 員 上 田 尚 義 総合企画本部長

執 行 役 員 泉 川 邦 充 経理本部長
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５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

⑵　当期に係る会計監査人の報酬等の額
会計監査人の報酬等の額 77百万円
当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 80百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査に
ついてそれぞれの報酬等の額を区分しておりませんので、会計監査人の報酬等の額には金融商品取引法
に基づく報酬等の額を含めております。

　　　２．監査役会は、会計監査人および社内関係部門からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監
査人の監査計画の内容、前期の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、適正な
監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項のいずれかに該当すると判断し
た場合には、会計監査人を解任する方針です。また、会計監査人の職務遂行状況その他の事情を勘案
して、必要と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容
を決定する方針です。

６．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他企
業集団の業務の適正を確保するための体制ならびに当該体制の運用状況の概要
⑴　業務の適正を確保するための体制

　当社は、会社法第362条第４項第６号に基づき、当社およびグループ会社からなる企業集団の業務
の適正を確保するために必要な体制について以下のとおり決議しております。なお、この内容につい
ては必要が生じる都度、取締役会において見直しを実施しております。
①　当社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

ａ．役員および従業員の拠るべき行動基準として、「近鉄百貨店（グループ）企業行動指針」を制
定する。

ｂ．当社が直面しまたは将来直面する可能性のある法令および倫理規範上の諸問題を処理・防止・
管理するため、「コンプライアンス推進委員会」を設置する。

ｃ．「コンプライアンス推進委員会」事務局内に、コンプライアンス相談窓口を設け、法令等に反
する疑いのある行為について相談や報告を受け付け、必要に応じて調査、是正等の措置を講ずる。
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ｄ．「近鉄百貨店（グループ）企業行動指針」を全社へ浸透させるため、役員および従業員に対し
階層別にコンプライアンス教育を実施するとともに、コンプライアンスマニュアルを配布する。

ｅ．法令、社内諸規則に定めるところに従い、業務が適切に遂行されているか否かを検証するため、
内部監査担当部署が内部監査規程に基づき業務・能率監査等の内部監査を実施する。

ｆ．反社会的勢力との関係については、これを一切持たず、不当な要求には毅然とした対応をとる
こととし、その旨を「近鉄百貨店（グループ）企業行動指針」に明示する。

ｇ．金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制については、財務報告を法令等に従って適正
に作成することの重要性を十分に認識し、必要な体制等を適切に整備、運用する。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　　取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存、管理するため、「文書取扱規程」を定め、これ

に基づいた保存、管理を行う。また、稟議書等の重要な文書については、役員が随時閲覧できる
体制を整える。

③　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ．リスクの把握、分析、発生時の対応等を内容とする「リスク管理規程」を制定し、リスクを適

切に管理する体制を整える。
ｂ．当社に重大な損害を与える様々なリスクを適切に管理し、リスク発生時における効果的・効率

的な対応を図るため、「リスク管理委員会」を設置する。同委員会において危機管理マニュアル
を作成し、一定の役職者に対しこれを配布し、リスク発生時における迅速な情報伝達と対策決定
ができる体制を整える。

ｃ．「リスク管理委員会」の事務局は、当社において発生したリスクおよびその対応状況について、
同委員会に報告する。

ｄ．重大なリスクについては、個別の規程を制定し、必要に応じて専従部署または会議体を設置す
るなどの体制を整える。

④　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．迅速で効率性の高い企業経営を行うため執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機能を

担う取締役と業務執行機能を担う執行役員の役割を区分する。
ｂ．取締役会の決議により、業務組織と分掌事項を設定し、執行役員の担当を明確に定め、効率的

な業務執行が行える体制を構築する。また、執行役員の役付に応じ、一定の基準に基づく決裁権
限を委譲する。

ｃ．執行役員間の情報の共有と効率的な意思決定を図るため、「常務役員会議」等の会議体を設置
し、経営に関する重要な事項について審議を行う。また、必要と認めるときは下部機関を設け、
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　個別案件ごとに調査および検討を行わせることができることとする。
ｄ．日常の業務の効率化を図るため、社内規程やマニュアル等を整備する。

⑤　企業集団における業務の適正を確保するための体制
ａ．グループ会社を担当する部署が中心となり、グループ会社から経営に関する重要な事項につい

て定期的に報告を受ける体制を整える。
ｂ．「近鉄百貨店（グループ）企業行動指針」をグループ会社の役員および従業員に周知し、グル

ープ会社において法令、定款および倫理規範を遵守する体制を整える。
ｃ．グループ会社のリスクに関する情報を収集し、必要に応じて当社のリスク管理委員会に報告す

る。また、グループ会社において、「リスク管理規程」を制定し、リスクを適切に管理する体制
を整える。

ｄ．グループ会社において、効率的な業務執行が行われるよう、グループ会社の組織体制を整備す
るとともに、グループ会社に役員を派遣して業務の執行状況を監督する。

ｅ．当社の内部監査担当部署が定期的にグループ会社に対して監査を実施する。
ｆ．当社と親会社またはその子会社との間で利益の相反する取引を実施するに当たっては、親会社

以外の株主の利益に配慮し、特別に定めた手続きによる。

⑥　監査役の監査に関する体制
ａ．監査役会および監査役の監査に関する事務を処理するため、「監査役室」を置き、専属の従業

員を置く。
ｂ．「監査役室」所属の従業員は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査や情報収集を

行うことができるものとする。当該従業員の人事異動、人事評価等については、あらかじめ常勤
の監査役の同意を得る。

ｃ．当社およびグループ会社の取締役、執行役員および従業員ならびにグループ会社の監査役は、
当社の監査役に対して、法令に定める事項のほか、当社およびグループ会社の業務または財務の
状況に係る重要事項を速やかに報告する。この重要事項には、「コンプライアンス推進委員会」
事務局が受け付けた事項、リスクに関する事項、内部監査に関する事項その他内部統制に関する
事項を含む。

ｄ．取締役、執行役員および従業員は、監査役に対して、業務執行に係る文書その他の重要な文書
を回付する。また、当社の監査役が職務の必要上報告および調査を要請した場合には、当社およ
びグループ会社の取締役、執行役員および従業員ならびにグループ会社の監査役は、積極的にこ
れに協力する。

ｅ．当社およびグループ会社は、当社の監査役に前２号の報告等を行った者に対して、報告等を行
ったことを理由として不利な取扱いを行わない。
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ｆ．常勤の監査役は、「常務役員会議」その他の重要な会議に出席してその職務に必要な情報を得
るとともに、意見を述べることができる。また、監査役会は、必要に応じて、取締役、執行役員、
従業員および会計監査人その他の関係者の出席を求めることができる。

ｇ．監査役がその職務の執行について必要な費用を請求した場合には、取締役は、監査役の職務の
執行に必要でないと認められるときを除き、速やかに当該請求に応じる。また、監査役がその職
務の執行に当たり弁護士等の外部の専門家に対して助言を求めることが必要と判断した場合には、
取締役は、当該外部専門家との連携を図ることのできる環境を整備する。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
①　当社事業に関連する法令についての各種セミナーを開催するなど、従業員の法令遵守の意識を高

め、コンプライアンス体制の充実に努めました。
②　個人情報保護や適正表示に関する社内通知を定期的に行い、従業員への啓蒙を図るとともに、当

期に発生したリスク事案に加え、将来発生が予見されるリスク事案についても、リスク管理委員会
において報告するなどリスク管理体制を強化いたしました。

③　業務組織の改正、常務役員会議等の会議体の開催、規程やマニュアルの整備などを行い、業務の
効率化を推し進めました。

④　当社の内部監査担当部署がグループ各社の監査を実施するなど、グループ各社における業務の適
正の確保に努めました。

⑤　監査役に対する稟議の回付や業務の執行に関する重要事項の報告などを行い、監査役による監査
の実効性の確保に努めました。

（注）本事業報告に記載の金額および株式数は表示単位未満を切り捨て、比率等は表示桁未満を四捨
五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年２月28日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　  産  　 の 　  部 ） 百万円 （ 負 　  債  　 の  　 部 ） 百万円

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
敷 金 及 び 保 証 金
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

27,660
3,232
9,949
8,415

255
22

1,910
3,900
△26

104,295
82,843
49,884

488
2,044

29,507
892
24

1,530
19,921

4,464
104

10,817
2,725
1,043
1,258
△492

流 動 負 債 87,775
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 19,643
短 期 借 入 金 17,529
リ ー ス 債 務 297
未 払 金 3,983
未 払 法 人 税 等 367
商 品 券 9,022
預 り 金 29,029
賞 与 引 当 金 113
商品券等引換損失引当金 6,119
資 産 除 去 債 務 9
そ の 他 1,659

固 定 負 債 13,639
長 期 借 入 金 7,950
リ ー ス 債 務 703
長 期 預 り 敷 金 保 証 金 3,852
退 職 給 付 に 係 る 負 債 429
厚生年金基金解散損失引当金 166
資 産 除 去 債 務 217
そ の 他 320

負 債 合 計 101,415
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 29,214
資 本 金 15,000
資 本 剰 余 金 8,990
利 益 剰 余 金 5,306
自 己 株 式 △82

その他の包括利益累計額 1,325
その他有価証券評価差額金 954
退職給付に係る調整累計額 371

純 資 産 合 計 30,539
資 産 合 計 131,955 負 債 純 資 産 合 計 131,955

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(平成28年 3 月 1 日から
平成29年 2 月28日まで)

科 目 金 額
百万円 百万円

売 上 高 266,477
売 上 原 価 203,961

売 上 総 利 益 62,516
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 59,454

営 業 利 益 3,062
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 78
そ の 他 1,837 1,915

営 業 外 費 用
支 払 利 息 235
そ の 他 2,044 2,279

経 常 利 益 2,698
特 別 利 益

受 取 和 解 金 496
工 事 負 担 金 等 受 入 額 163 660

特 別 損 失
減 損 損 失 899
固 定 資 産 除 却 損 等 623
支 払 補 償 費 147
厚 生 年 金 基 金 解 散 損 失 引 当 金 繰 入 額 18 1,688

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,669
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 408
法 人 税 等 調 整 額 △454 △45
当 期 純 利 益 1,715
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,715

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（平成29年２月28日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　  産 　  の 　  部 ） 百万円 （ 負 　  債 　  の 　  部 ） 百万円

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
建 物 附 属 設 備
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
敷 金 及 び 保 証 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

23,016
2,702

41
8,713
7,263

19
1,100

100
1,095
1,400

601
△22

103,518
81,602
21,442
27,435

416
146

7
2,023

29,251
879

1,485
387
947
150

20,431
4,436
1,727

104
10,673

86
2,154

869
869

△491

流 動 負 債 84,988
買 掛 金 18,252
短 期 借 入 金 16,050
リ ー ス 債 務 293
未 払 金 4,289
未 払 費 用 504
未 払 法 人 税 等 215
未 払 消 費 税 等 429
前 受 金 330
商 品 券 9,022
預 り 金 31,376
商品券等引換損失引当金 4,220
そ の 他 4

固 定 負 債 13,029
長 期 借 入 金 7,950
リ ー ス 債 務 693
長 期 預 り 敷 金 保 証 金 3,852
資 産 除 去 債 務 217
そ の 他 317

負 債 合 計 98,018
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 27,564
資 本 金 15,000
資 本 剰 余 金 9,090

資 本 準 備 金 5,000
そ の 他 資 本 剰 余 金 4,090

利 益 剰 余 金 3,557
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,557

繰 越 利 益 剰 余 金 3,557
自 己 株 式 △82

評 価 ・ 換 算 差 額 等 952
その他有価証券評価差額金 952

純 資 産 合 計 28,516
資 産 合 計 126,535 負 債 純 資 産 合 計 126,535

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書
(平成28年 3 月 1 日から
平成29年 2 月28日まで)

科 目 金 額
百万円 百万円

売 上 高 244,417
売 上 原 価 185,742

売 上 総 利 益 58,675
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 56,632

営 業 利 益 2,042
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 201
そ の 他 1,392 1,594

営 業 外 費 用
支 払 利 息 485
そ の 他 1,570 2,056

経 常 利 益 1,580
特 別 利 益

受 取 和 解 金 496
工 事 負 担 金 等 受 入 額 163 660

特 別 損 失
減 損 損 失 899
固 定 資 産 除 却 損 等 676
支 払 補 償 費 147 1,723

税 引 前 当 期 純 利 益 517
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △141
法 人 税 等 調 整 額 △373 △514
当 期 純 利 益 1,031

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年４月11日
株 式 会 社 近 鉄 百 貨 店

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 土　居　正　明 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松　本　　　浩 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中　畑　孝　英 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社近鉄百貨店の平成28年３月１日から平
成29年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社近鉄百貨店及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年４月11日
株 式 会 社 近 鉄 百 貨 店

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 土　居　正　明 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松　本　　　浩 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中　畑　孝　英 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社近鉄百貨店の平成28年３月１日
から平成29年２月28日までの第123期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成28年３月１日から平成29年２月28日までの第123期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役から監査の方法および結果の報告を受け、審議した結果、全員一致の意見により次のと
おり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

⑴　監査役会は、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほ
か、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎
通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所において業務および財産の状況を調査
いたしました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交
換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制その他企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する取締役会決議の内容
および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等
からその構築および運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。

③事業報告に記載されている親会社との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さない
ように留意した事項および当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断お
よびその理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を
加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するととも
に、随時会計監査人から監査に関する報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を企業会計審議会が定める「監査
に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類およびその附属明細
書ならびに連結計算書類について検討いたしました。
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２．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は、相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

④事業報告に記載されている親会社との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さない
ように留意した事項および当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断お
よびその理由について、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類およびその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法および結果は、相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法および結果は、相当であると認めます。

平成29年４月11日
株式会社近鉄百貨店　　監査役会

監査役（常勤） 長　田　　　宏 ㊞
監査役（常勤） 岡　本　真　二 ㊞
監　査　役 井　上　圭　吾 ㊞
監　査　役 若　井　　　敬 ㊞

（注）監査役長田宏および同井上圭吾は、社外監査役であります。

（以　上）
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株主総会参考書類
議案および参考事項

第１号議案　株式併合の件
１．株式併合を必要とする理由

　全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、上場する国内会社の普通株式
の売買単位（単元株式数）を100株に統一することを目指しております。当社は、東京証券取引所に
上場する企業としてこの趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位である単元株式数を、現在の1,000
株から100株に変更するとともに、単元株式数の変更後においても、全国証券取引所が望ましいとす
る投資単位の水準（５万円以上50万円未満）とするために、株式併合を行うものであります。

２．併合する株式の割合
　当社普通株式について、10株を１株の割合で併合いたしたいと存じます。
　なお、株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき一括して処
分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

３．株式併合がその効力を生ずる日
　平成29年９月１日（金）

４．効力発生日における発行可能株式総数
　現在の10億株から１億株に変更いたします。

５．その他
　本議案に係る株式併合は、第２号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件といたし
ます。

（ご参考）
　株式併合による影響等

　平成29年９月１日をもちまして、平成29年８月31日の最終の株主名簿に記録された株主様の所有
株式数を基準に、普通株式10株を１株の割合で併合いたします。株式併合により、発行済株式総数は
10分の１に減少することとなりますが、実施前後での純資産等は変動いたしませんので、１株当たり
の純資産額は10倍となります。このため株式市況その他の変動要因を除き、ご所有の当社株式の資産
価値に変動はありません。
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第２号議案　定款一部変更の件
１．変更の理由

⑴　第１号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件とし、当社発行済株式総数の減少を勘
案し、現行定款第６条に規定する発行可能株式総数を株式併合の割合に合わせて減少させるもので
あります。

⑵　全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、単元株式数を
現在の1,000株から100株とするため、現行定款第７条を変更するものであります。

⑶　本定款の一部変更の効力は、第１号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件とし、株
式併合の効力発生日である平成29年９月１日をもってその効力が生じる旨の附則を設け、本附則は
その効力の発生をもって、これを定款から削除することといたします。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案

第６条（発行可能株式総数）
　当会社の発行可能株式総数は10億株とする。

第６条（発行可能株式総数）
　当会社の発行可能株式総数は１億株とする。

第７条（単元株式数）
　当会社の単元株式数は1,000株とする。

第７条（単元株式数）
　当会社の単元株式数は100株とする。

（新　設） 附　則
　本定款第６条および第７条の変更は、平成29年９月１

日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は
効力発生日をもって、これを削除するものとする。
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第３号議案　取締役11名選任の件
　本総会終結の時をもって取締役全員11名が任期満了となりますので、取締役11名の選任をお願いい
たしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
(生  年  月  日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

１

こ

小
 

　
ばやし

林
 

　
てつ

哲
 

　
や

也
(昭和18年11月27日生)

昭和43年 ４ 月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホールデ
ィングス株式会社）入社

22,000株

平成13年 ６ 月 同社取締役
平成15年 ６ 月 同社常務取締役
平成17年 ６ 月 同社専務取締役
平成19年 ５ 月 当社取締役
平成19年 ６ 月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホールデ

ィングス株式会社）取締役社長
三重県観光開発株式会社取締役社長

平成25年 ６ 月 三重県観光開発株式会社取締役会長（平成28年６
月まで）

平成27年 １ 月 近畿日本鉄道分割準備株式会社（現近畿日本鉄道
株式会社）取締役会長（現任）

平成27年 ４ 月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役
会長（現任）
近鉄不動産株式会社取締役会長（現任）

平成27年 ５ 月 当社取締役会長（現任）
重要な兼職の状況
　近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長
　近鉄不動産株式会社取締役会長
　ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社取締役会長
　株式会社近鉄エクスプレス取締役
　三重交通グループホールディングス株式会社取締役
　株式会社きんえい取締役
　関西電力株式会社取締役

【取締役候補者とした理由】
　経済人としての豊富な経営経験と高い見識を持つだけでなく、親会社である近鉄グループホールディングス株
式会社の役員を兼任しており、経営監督機能の強化およびグループ企業との連携による相乗効果が期待されるこ
とから、適任であると判断いたしました。
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候補者
番　号

氏 名
(生  年  月  日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

２

たか

髙
 

　
まつ

松
 

　
けい

啓
 

　
じ

二
(昭和23年１月18日生)

昭和48年 ４ 月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホールデ
ィングス株式会社）入社

41,000株

平成16年 ６ 月 同社執行役員
平成19年 ６ 月 同社常務取締役
平成23年 ６ 月 同社専務取締役、流通事業本部長、ホテル・レジ

ャー事業本部長
平成24年 ６ 月 同社取締役副社長、生活関連事業本部長

（平成25年６月まで）
平成25年 ５ 月 当社取締役
平成25年 ７ 月 当社取締役　副社長執行役員
平成26年 ５ 月 当社取締役社長　社長執行役員（現任）

【取締役候補者とした理由】
　親会社である近鉄グループホールディングス株式会社の取締役副社長を経て、現在は当社取締役社長執行役員
として当社グループの経営を担うなど、流通・小売業における豊富な業務経験ならびに当社グループ経営全般に
関する知見を有していることから、適任であると判断いたしました。

３

ふく

福
 

　
だ

田
 

　
まさ

正
 

　
お

男
(昭和31年５月13日生)

昭和57年 ４ 月 旧株式会社近鉄百貨店入社

33,000株

平成21年 ５ 月 当社執行役員
平成23年 ５ 月 当社取締役　常務執行役員
平成27年 ５ 月 当社取締役　専務執行役員（現任）
担　当
　総務本部および経理本部担任

【取締役候補者とした理由】
　主に経理・財務関連業務に従事し、経理本部長を経て、現在管理部門全般を担任するなど、同業務に関する専
門的知識および豊富な業務経験を有していることから、適任であると判断いたしました。

４

あき

秋
 

　
た

田
 

　
たく

拓
 

　
じ

士
(昭和31年５月８日生)

昭和56年 ４ 月 旧株式会社近鉄百貨店入社

16,000株

平成23年 ６ 月 株式会社近鉄リテールサービス（現株式会社近鉄
リテーリング）専務取締役、営業本部長

平成25年 ５ 月 当社執行役員
平成26年 ５ 月 当社取締役　常務執行役員
平成27年 ５ 月 当社取締役　専務執行役員（現任）
担　当
　営業統括本部長

【取締役候補者とした理由】
　主に営業関連業務に従事し、近鉄グループ会社の営業本部長を経て、現在当社営業統括本部長を務めるなど、
同業務に関する専門的知識および豊富な業務経験を有していることから、適任であると判断いたしました。
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候補者
番　号

氏 名
(生  年  月  日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

５

やま

山
 

　
ぐち

口
 

　
ひと

仁
 

　
し

志
(昭和32年６月30日生)

昭和56年 ４ 月 旧株式会社近鉄百貨店入社

17,000株
平成23年 ５ 月 当社執行役員
平成26年 ５ 月 当社取締役　常務執行役員（現任）
担　当
　営業統括本部法人外商本部長

【取締役候補者とした理由】
　営業部門、外商部門、管理部門など幅広い業務に従事し、現在営業統括本部法人外商本部長を務めるなど、豊
富な知識および業務経験を有していることから、適任であると判断いたしました。

６

お

尾
 

　
ばら

原
 

　
けん

謙
 

　
じ

治
(昭和33年11月９日生)

昭和56年 ４ 月 旧株式会社近鉄百貨店入社

15,000株
平成23年 ５ 月 当社執行役員
平成26年 ５ 月 当社取締役　常務執行役員（現任）
担　当
　営業統括本部副本部長および商業施設運営本部長

【取締役候補者とした理由】
　主に営業関連業務に従事し、現在営業統括本部副本部長を務めるなど、同業務に関する専門的知識および豊富
な業務経験を有していることから、適任であると判断いたしました。

７

よし

吉
 

　
だ

田
 

　
 

　
 

　
しげる

茂
(昭和33年５月７日生)

昭和56年 ４ 月 旧株式会社近鉄百貨店入社

15,000株
平成23年 ５ 月 当社執行役員
平成27年 ５ 月 当社取締役　常務執行役員（現任）
担　当
　営業統括本部外商本部長

【取締役候補者とした理由】
　主に外商業務に従事し、現在営業統括本部外商本部長を務めるなど、同業務に関する専門的知識および豊富な
業務経験を有していることから、適任であると判断いたしました。

８

はや

速
 

　
み

水
 

　
よし

良
 

　
てる

照
(昭和34年12月24日生)

昭和57年 ４ 月 旧株式会社近鉄百貨店入社

19,000株
平成25年 ５ 月 当社執行役員
平成27年 ５ 月 当社取締役　常務執行役員（現任）
担　当
　営業統括本部本店長

【取締役候補者とした理由】
　主に営業関連業務に従事し、現在営業統括本部本店長を務めるなど、同業務に関する専門的知識および豊富な
業務経験を有していることから、適任であると判断いたしました。
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候補者
番　号

氏 名
(生  年  月  日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

９

や

矢
 

　
だ

田
 

　
こう

浩
 

　
じ

司
(昭和35年10月25日生)

昭和58年 ４ 月 旧株式会社近鉄百貨店入社

12,000株
平成26年 ５ 月 当社執行役員
平成27年 ５ 月 当社取締役　常務執行役員（現任）
担　当
　営業統括本部奈良店長

【取締役候補者とした理由】
　主に営業関連業務に従事し、現在営業統括本部奈良店長を務めるなど、同業務に関する専門的知識および豊富
な業務経験を有していることから、適任であると判断いたしました。

10

むか

向
 

　
い

井
 

　
とし

利
 

　
あき

明
(昭和21年10月19日生)

昭和44年 ４ 月 関西電力株式会社入社

0

平成13年 ６ 月 同社取締役
平成19年 ６ 月 同社取締役副社長
平成24年 ６ 月 関電不動産株式会社（現関電不動産開発株式会

社）取締役会長
平成24年 ８ 月 同社取締役会長　兼　社長
平成25年 ６ 月 同社取締役会長（現任）
平成28年 ５ 月 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
　関電不動産開発株式会社取締役会長

【社外取締役候補者とした理由】
　関西電力株式会社の取締役副社長を経て、現在関電不動産開発株式会社の取締役会長を務め、経済人として豊
富な経営経験と高い見識を有し、また当社グループから独立した立場で当社グループ経営への助言をいただくこ
とが期待できることから、適任であると判断いたしました。

11

よし

吉
 

　
かわ

川
 

　
いち

一
 

　
ぞう

三
(昭和21年５月20日生)

昭和45年 ４ 月 住江織物株式会社入社

1,000株

平成 ９ 年 ８ 月 同社取締役
平成12年 ８ 月 同社取締役退任

同社上席執行役員
平成14年 ８ 月 同社取締役
平成17年 ８ 月 同社取締役社長
平成28年 ５ 月 当社取締役（現任）
平成28年 ６ 月 住江織物株式会社取締役会長
平成28年 ７ 月 同社取締役会長　兼　社長（現任）
重要な兼職の状況
　住江織物株式会社取締役会長　兼　社長

【社外取締役候補者とした理由】
　現在住江織物株式会社の取締役会長兼社長を務め、経済人として豊富な経営経験と高い見識を有し、また当社
グループから独立した立場で当社グループ経営への助言をいただくことが期待できることから、適任であると判
断いたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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２．向井利明氏および吉川一三氏は、社外取締役候補者であります。両氏は現に当社の社外取締役であり、そ
の在任年数は、本総会終結の時をもって１年となります。

３．当社は、会社法第427条第１項および定款第27条の規定により、向井利明氏および吉川一三氏との間で同
法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、
法令が定める額としております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の当該契約を継続する予
定であります。

４．当社は、東京証券取引所に対し、向井利明氏および吉川一三氏を独立役員として届け出ております。
５．吉川一三氏が取締役会長兼社長に就任している住江織物株式会社は、同社の米国現地法人における不適切

な会計処理問題に起因し、平成28年10月に過年度の有価証券報告書等の訂正を行いました。
６．小林哲也氏、髙松啓二氏および秋田拓士氏の過去５年間および現在の近鉄グループホールディングス株式

会社および同社の子会社における業務執行者としての地位および担当は、「略歴、地位、担当および重要な
兼職の状況」欄に記載のとおりであります。

（以　上）
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（メ　モ　欄）



株主総会 会場ご案内図

会 　 場 大阪市天王寺区上本町８丁目２番６号
大 阪 国 際 交 流 セ ン タ ー  大 ホ ー ル

谷町九丁目交差点 ⑤番 ⑩番
ハイハイ
タウン

上本町七丁目交差点

上汐公園

バス停

バス停

生玉南交差点

六万体交差点

天王寺郵便局

上本町九丁目交差点

①番

天王寺消防署

天王寺区役所

大阪国際交流センター

当　　社
上本町店

シェラトン
都ホテル大阪

至鶴橋

至南巽

至東梅田

至天王寺

至なんば

至大阪難波
近畿日本鉄道大阪上本町駅

地下鉄千日前線

上本町六丁目交差点

谷町九丁目駅

谷
町
筋

上
町
筋

地
下
鉄
谷
町
線

②
番

四
天
王
寺
前
夕
陽
ヶ
丘
駅

上本町YUFURA

＝大阪国際交流センター案内板設置場所

交通機関　近　鉄：「大阪上本町」駅から南へ徒歩５分
地下鉄：「谷町九丁目」駅（谷町線・千日前線）から南東方向へ徒歩10分

⑤番または⑩番出口
「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅（谷町線）から北東方向へ徒歩10分

①番または②番出口
市バス：「上本町八丁目」バス停から徒歩１分

当日は駐車場の用意はしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

株主様ご優待カードおよびクーポン券については、本総会終了後に郵送いたします。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


